令和８年３月５日　

　
自治会長　各位

大和市長　古谷田　力　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公印省略）　
自主防災組織に関する調査について（依頼）
日頃から、本市地域防災対策の推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
市では、地域防災力向上のため、防災資機材購入費の補助をはじめ、共助の要である自主防災会の支援に努めているところです。今後も、皆様への支援を円滑に行うとともに、発災時における連絡体制を確保するため、次のとおり令和８年度の自主防災組織体制と、活動事例の確認を実施させていただきます。
お忙しい中、大変恐縮でございますが、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
（１）自主防災会長が変更になる場合
　　①　別紙の「自主防災組織編成（変更）届出書」に、新会長の「名前、住所、
電話番号」をご記入の上、ご返送ください。（その他の部分は必要に応じてご記入
をお願いします。※組織図や規約に変更があった場合など）
　　②　「戸別受信機（防災ラジオ）」を新会長へ引き継いでいただき、
別紙裏面の「戸別受信機　受領書」をご返送ください。
（２）自主防災会長が変更しない場合
　　・下に自主防災組織名を記入の上、本紙をご返送ください。
団体名：　　　　　　　　　　　　　　自治会自主防災会
（３）自主防災組織の活動事例について
　　・本紙裏面の「自主防災組織の活動事例　調査票」の内容をご確認の上、対象の活動がある場合は、併せてご返送ください。該当の無い場合は対応不要です。
※自治会連絡協議会への提出書類と併せて、４月末までにご提出をお願いします。

担当：大和市 危機管理課　防災管理係
土屋・尾森　　　　　　
電話：０４６－２６０－５７７７（直通）　　
本市では来年度から、自主防災組織による防災に関する優れた取組、工夫・アイディア等、防災・減災に関する幅広い視点からの効果的な取組を、広く市民に紹介することにより、地域における災害に強い安全なまちづくりの一層の推進に資することを検討しております。
つきましては、令和７年度に実施した防災活動について、該当がある場合は、次のとおりご報告をお願い申し上げます。

なお、ご報告いただいた事例については、市の自主防災組織支援事業のさらなる充実に活用させていただくほか、ホームページに掲載するなどの使用を想定しています。
※　活動をご記入いただく中で、どのように当てはめればよいかわからない部分は空欄で結構です。

１.団体名

	団体名
	自治会自主防災会

	事例の公開
	□　可　　□　不可（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


２.活動概要
	事例名称
	

	取組概要
	※３行程度で取組事例の概要を簡潔に記載願います。



	取組期間
	　　　　　年　　　月から令和８年３月まで（　　　年　　か月間）　


３．取組事例の詳細

	背景・取組の内容・

成果など
	

	添付資料
	・
（参考資料がありましたら添付してください）


第１号様式（第４条、第５条関係）
	自主防災組織編成（変更）

届出書
	担　当
	主　　幹

係　　長
	課長
	受付　　・　　・

	
	
	
	
	決裁　　・　　・

	
	
	
	
	施行　　・　　・

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

大和市長　あて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名　　　　　　　　　　自治会自主防災会　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　大和市　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

次のとおり届け出ます。

	名称
	自主防災会

	届出の内容
	□　自主防災組織の編成
□　自主防災組織の長の変更

	編成年月日
	　　令和　　　年　　　月　　　日

	変更年月日
	　　令和　　　年　　　月　　　日

	構成世帯数
	　　　　　　　　　　　  　世　帯

	添付書類
	□　自主防災組織図
□　自主防災組織規約

□　自主防災組織防災計画書

	備考
	


別記様式（第４条関係）　
戸別受信機　受領書
　
　　年　　月　　日
大　和　市　長　　あて
	組織名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	管理者名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	保管場所
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	電話番号
	　　　　（　　　　　）　　　　


大和市が所有する戸別受信機について、次の保管条件を遵守することを承諾したうえで、受理しました。
戸別受信機保管条件
（１）大和市に無断で第三者へ譲渡、破棄、転売、改造等をしないこと。
（２）管理は、原則として当該組織の代表が行うこととし、代表者や保管場所が変更になった場合は、速やかに大和市危機管理課へ報告すること。
（３）戸別受信機に不具合が生じた場合は、大和市へ相談すること。
（４）戸別受信機を運用する際に使用する電源に要する費用や、乾電池の交換費用については、貸与された組織が負担すること。
ご不明な点などに


ついての


問い合わせ先








自主防災組織の活動事例　調査票








